
令和５年度 第１回芝北公民館運営審議会議事録 

【開催日時】令和５年７月１４日（金）午後６時００分から６時３０分 

【開催場所】芝北公民館 会議室 

【出席委員】◎飯塚憲勝、〇水品廣記、峰岸幸夫、可知典子、宮下賢、 

宇田川晃一、柳沢テルミ、長妻明子、吉田幸子、相樂雅彦、 

若谷正巳（◎会長 〇副会長） 

【欠席委員】小倉カツ、鈴木庄司、中村剛 

【事 務 局】風間館長、髙橋参与 

【傍 聴 人】なし 

【審議結果】 

１ 開会 

２ 委員自己紹介 

３ 会長挨拶 

４ 議事 

議事に入る前に、事務局が川口市公民館運営審議会条例第６条第１項の規定

に基づき、飯塚会長が議長となること、また同条第２項に規定する委員の過半

数の出席を得ていることから、会議が成立していることを説明した。 

  議長が議事録署名人として宮下賢委員及び長妻明子委員を指名した。 

（１）令和４年度公民館事業報告について 

   事務局が、資料に基づき説明をした。 

  （質疑応答） 

   若谷委員：オンラインによる「芝北ヨガ教室」について詳細を説明してほ 

しい。 



   事 務 局：オンラインを活用し、ユーチューブで配信したもので、動画視 

聴期間を設け、ホームページ等からインターネットが見られる 

パソコン、スマートフォン等で視聴をしていただいたものであ 

る。 

（２）令和５年度公民館事業計画（案）について 

   事務局が、資料に基づき説明をした。 

（質疑応答） 

   宮下委員：文化祭を開催する際は、毎回、柳崎小学校にはブラスバンド演 

奏で、オープニングを飾っていただいている。今年度は久し振 

りに文化祭を開催する方向で調整していると聞いているが、そ 

の場合には、ぜひ出演をしていただきたいがどうか。 

相樂委員：現在、ブラスバンドをしている児童は７人で、そのほとんどが 

楽器経験のない状況にある。コロナの関係で今も練習ができて 

おらず、また、教える教員がいないことも重なり、地元の期待 

に応えることは難しい。運動会や音楽会でも演奏ができていな 

い。今回の参加は難しいが、今後、ブラスバンドを希望する児 

童が増え、教えることができる教員が配置されれば状況も変わ 

ってくるのではないかと考えている。 

   水品副会長：芝東中学校に声をかけてはどうか。 

   事 務 局：地区レクリエーション協会と調整させていただきたい。 

   若谷委員：オンライン教室について、撮影設備や今後のスケジュールを教 

えてほしい。 

   事 務 局：生涯学習課が所有している iPad を利用して、ヨガインストラ 

クターによる実演を公民館内で公民館職員が撮影及び編集を 

行っている。令和５年度はすでに撮影は終わっており、現在、 

編集を行っている。今後、９月中の配信を予定しているところ 

である。 

若谷議員：誰でも視聴できるのか。 

事 務 局：公民館報やホームページ等で周知を図ったため、市内だけでな 

く、市外の方からの視聴もあった。今年度はさらなる周知に努 

め、より多くの方に視聴していただきたいと考えている。 

若谷議員：令和５年度は料理教室はやらないのか。 

事 務 局：芝北地区の食生活改善推進員協議会が解散してしまったため、 



指導していただける方がいなくなったことで計画から外した。 

今後の開催については、他の公民館の事例も参考に再検討して

いきたい。 

（３）その他 

   事務局が、工事・修繕状況について説明をした。 

（質疑応答） 

  若谷委員：この建物は築何年になるのか。 

  事 務 局：昭和４５年の建築なので、５３年になる。 

  若谷議員：ＵＲは６０年程度が耐用年数と聞いているが、当該施設は対象 

か。 

  事 務 局：現時点では、特に話は聞いていない。経年劣化により、不具合 

が生じている箇所も出てきているが、その際は、なるべく利用 

に支障が出ないよう修繕により対応しているところである。 

４ 閉会 

上記のとおり、議事を終了し、水品副会長から閉会の挨拶があり、令和５年 

度第１回芝北公民館運営審議会を閉会した。 


